
緊急避難場所・避難所の解説
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大竹市危機管理課
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⚫災害が発生し、地域全体が
危険になったときに避難す
る場所で、災害がおさまるま
で一時的に待つ場所です。

⚫ここでは、基本的には食料
や水の備えはありません。

⚫一般的には、大規模な公園
や緑地、大学などが指定さ
れています。

⚫大竹市は、初動で開設

⚫地震などにより家屋の倒壊や
焼失などで被害を受けた方、ま
たは現に被害を受ける恐れが
ある方が、一定の期間避難生
活をする場所です。

⚫ここでは、飲料水やトイレなどを
備えています。

⚫具体的には、小中学校や公民
館などの公共施設が指定され
ています。
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大竹市緊急避難場所・指定避難所一覧

緊急避難場所 避難所
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大竹市 指定避難場所解説

別添資料参照

市の管理する
緊急避難場所

他機関及び地域
で管理する
避難場所

第１次避難場所

第２次避難場所



6大竹市 指定避難場所解説 市の管理する緊急避難場所

【表の見方】
○：安全に避難できます。
✕：避難所として開設しません。
2階以上：２階より上へ避難してください

開設のタイミング
自主避難者対応（レベル２以上）
⇒総合市民会館（開設時間のみ）
市役所（24時間）
避難場所開設開始（レベル３）
⇒対象施設
（コロナ禍）
第１・第２次避難場所を同時開設

（通常）
第１次避難場所優先
状況により第２次を開設
※ 必要な地区のみに限定

ペット同伴対応
総合市民会館・大竹会館
※詳しくは、次ページで



7大竹市 指定避難場所解説 他機関及び地域で管理する避難場所



大竹市緊急避難場所・指定避難所一覧

浸水時緊急避難施設
１ ゆめタウン
２ 大竹市第２期
工業用水道管理棟（防鹿）

避難場所等への避難途中で
津波や洪水などの浸水が
目前に迫った場合に緊急一時
的に避難するための施設

DIG・WSで適用する避難先
〇 第１次・第２次避難場所

他機関・地域で管理する
避難場所

× 浸水時緊急避難施設
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